
                                   

被災建築物応急危険度判定マニュアルの改訂について     2026/6/26 建築住宅課 

全国被災建築物応急危険度判定協議会が発行している判定マニュアルが改訂された。 

 

主な改訂ポイント 

◆判定ステッカーの変更 

 【これまで】A3 危険・要注意・調査済み 

 【改 訂 後】建築物：A3 危険・要注意・調査済み（チェックボックス新設） 

        落下物危険物、転倒危険物（裏表）：A4 危険・要注意 

 

 ※落下危険物、転倒危険物には調査済みステッカーは貼付けしない 

 ※落下・転倒危険物を比較的容易に撤去出来る場合は、危険要因の撤去後、ステッカーを

外せる旨所有者等に伝えてもよい 

 ※備蓄していた従来の様式は今後も使用可能 

  

◆附属建築物の判定について追記 

居室利用されているものや利用頻度が高いと想定されるもの、倒壊や転倒等により一

般の歩行者等に危険が及ぶ恐れがあるものを対象とすることが考えられる。 

[判定必要の例]  

母屋の離れとして居室利用されていると想定されるもの、道路に面している大きな蔵 

や倉庫及びブロック塀など  

[判定不要の例]  

小規模な倉庫やカーポートなど、一見して危険が及ぶ恐れが低いと想定できるもの 

 

◆高層建築物の判定について追記 

・原則として本マニュアルの適用範囲外となる建築物の高さが 10 階程度以上の高層建

築物や、大スパン構造、立体トラス構造、吊り構造、大規模木造建築物などの特殊構造の

建築物などについては、当該建築物の所有者等が、早期に建築士等の専門技術者に連絡し

調査を実施することが想定されている。なお、所有者等が対応できない場合も想定し、あ

らかじめ、それぞれの地域において建築関係団体等と判定活動の協力に関する取り決め

や、協定等を結んでおくことなど、地域ごとの特性も考慮し体制を整えておくことなどが

考えられる。 

 

・構造ヘルスモニタリング※を実施している建築物については、当該システムによる結果

を応急危険度判定に活用できるものとする。 

※構造物にセンサーを取り付けて振動などを読み取り、信号処理手法を用いて構造

物の損傷・劣化箇所の診断や予測を行う技術 



◆液状化の判定について追記 

周辺地盤が液状化した場合、建築物全体が傾斜している場合がある。基礎の一体性が保た

れており、建築物全体が一体となって傾斜している場合には、「①周辺地盤の破壊による危

険」は、ＡランクまたはＢランクと判定する。ただし、地割れや空洞、側方流動などにより

地盤の支持能力の低下、損傷が進行する可能性が高い場合には、Ｃランクとする。また、不

同沈下によって建築物に局部的な変形、損傷が生じている場合は②～⑥の構造躯体に関す

る危険度で判定することになり、④建築物の１階の傾斜」は、建築物全体ではなく、１階の

層間変位を判定することになる。 
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(1) 建築物判定ステッカー（Ａ３版） 

 

図１ 「危険」を表示する建築物判定ステッカー（赤色） 

 
図２ 「要注意」を表示する建築物判定ステッカー（黄色） 5 
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図３ 「調査済」を表示する建築物判定ステッカー（緑色（若竹色）） 

(2) 落下危険物・転倒危険物判定ステッカー（Ａ４版） 

  
表面 落下危険物 裏面 転倒危険物 5 

図４ 「危険」を表示する落下危険物・転倒危険物判定ステッカー（赤色） 

  
表面 落下危険物 裏面 転倒危険物 

図５ 「要注意」を表示する落下危険物・転倒危険物判定ステッカー（黄色） 
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